
 
障害者の雇用促進・維持等に関する要請について 

 
１ 趣  旨 

県内の民間企業における障害者雇用率は、下のような状況にあることから、その向上を図るため、例年と同様

に、県内経済５団体に対して、障害者の雇用促進・維持等に関する要請を行います。 

① 令和４年６月１日現在の県内の民間企業における障害者雇用率は２.２１％と、法定雇用率(２.３％)を 

   達成していない。 

② 法定雇用率については、改正障害者雇用促進法において、令和６年４月より、２.５％に、令和８年７月よ 

り、２.７％と段階的に引上げられる。 

③ 令和５年８月末現在、いまだ５，０００人余りの方がハローワークに登録して仕事を探している。 

 

２ 要請項目 

（１）障害者雇用の一層の促進 

（２）法定雇用率未達成企業における法定雇用率の早期達成 

（３）職場定着に向けた取組の推進 

（４）職場見学及び職場実習の受入れ 

（５）障害者に対する差別禁止及び合理的配慮の提供 

 

３ 要請方法 
（１）訪問要請 
   次の経済団体を訪問し雇用要請を行います。 

日時 訪問先 訪問予定者 場所 

10月13日（金） 

13時30分 

宮城県中小企業家同友会 

鍋島 孝敏 代表理事  

宮城労働局職業安定部長  山口 泰久 

宮城県経済商工観光部副部長 小嶋 淳一 

仙台市健康福祉局次長  新妻 知樹 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構宮城支部 

宮城障害者職業センター所長 佐藤 幸男 

仙台市宮城野区榴岡1

-6-3 

東口鳳月ビル4階 

10月18日（水） 

9時30分 

一般社団法人宮城県経営者

協会 

成田 努 専務理事 
宮城労働局長       竹内 聡 

宮城県経済商工観光部副部長 小嶋 淳一 

仙台市健康福祉局長   加藤 邦治 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構宮城支部 

支部長          吉野 祐一 

仙台市青葉区中央2-9

-10 

セントレ東北10階 

10月18日（水） 

10時00分 

宮城県商工会連合会 

稲妻 敏行 専務理事  

仙台市青葉区上杉1-1

4-2 

宮城県商工振興セン

ター2階 

10月18日（水） 

10時20分 

宮城県中小企業団体中央会 

半沢 章 専務理事  

仙台市青葉区上杉1-1

4-2 

宮城県商工振興セン

ター1階 

10月18日（水） 

10時50分 

宮城県商工会議所連合会 

神部 光崇 副会長 

宮城労働局長       竹内 聡 

宮城県経済商工観光部長 梶村 和秀 

仙台市健康福祉局長   加藤 邦治 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構宮城支部 

支部長          吉野 祐一 

仙台市青葉区本町2-1

6-12 

仙台商工会議所内 

（お願い）当日の報道関係者の写真撮影等取材は，「宮城県商工会議所連合会」のみでお願いします。 

 

（２）要請書送付 

  １０月１８日付けで県内約２，４５０事業所に対し、郵送による要請を行います。 

 記者発表資料 
令和５年１０月１０日（火) 

宮城県経済商工観光部雇用対策課 
担当 雇用推進班 高橋，齋藤 

TEL ０２２－２１１－２７７２ 
宮城労働局職業安定部職業対策課 

  担当 高橋 
TEL ０２２－２９９－８０６２ 


